
令和８年度明るい選挙啓発作品コンクール実施要領 

 

 

１．目的 明るい選挙に関する習字やポスターの作成を通して、選挙に対する

小・中学生・高校生の関心を高めるとともに、募集作品を明るい選挙

の呼びかけに活用する。 

※明るい選挙とは 

一人でも多くの皆さんが政治や選挙に関心を持ち、すすんで投票に

参加し、ルールに違反することなく公正に選挙が行われること。 

 

 

２．主催 熊本県選挙管理委員会、熊本県明るい選挙推進協議会 

     八代市選挙管理委員会、八代市明るい選挙推進協議会 

 

 

３．後援 熊本県教育委員会 

 

 

４．募集内容 

（１）ポスター 

  ①テーマ：｢明るい選挙｣を呼びかけることをテーマに投票の場面や身近な体

験などから選挙に対する思いや願いのイメージなどを自由に表現

して描く。 

  ②対象者：小学校児童、中学校・高等学校の生徒 

  ③画材・大きさ 

画材材料は自由（紙や布など、絵の具材料だけに限りません。デ 

ジタルも可）。 

画用紙の四ツ切（542mm×382mm)、八ツ切(382mm×271mm) 

       もしくはそれに準ずる大きさのもの。 

※デジタルの場合、Ａ３サイズ（297mm×420mm）またはＢ３

サイズ（515mm×364mm）での制作を推奨。作成した作品は

紙に印刷して提出。なお、家庭用印刷機で分割印刷し、繋げて

一枚にした作品も提出可。 

  ④応募上の注意 

・他者の著作物（インターネット等にある写真やイラスト等）を 

模倣した作品は、応募できません。オリジナル作品に限ります。 

・作品のうら右下に、都道府県名、学校名、学年、氏名（ふりがな）

を必ず記入してください。 

・応募作品は、原則として返却しません。 

・入賞作品の版権は主催者に属し、作品は啓発活動等に利用します。 

・作品展示の際、入賞者の学校名、学年及び氏名を公表します。 

 

 

 

 



 

 

（２）習字 

  ①テーマ：各学年別の題材は、以下のとおり。 

対象者 題材 

小学３年生 

小学４年生 

小学５年生 

小学６年生 

中学１年生 

中学２年生 

中学３年生 

「大 切」 

「投 票」 

「一票の力」 

「国民主権」 

「啓発活動」 

「期日前投票」 

「十八歳選挙」 

  ②対象者：小学校３年生から中学校３年生まで 

  ③用紙等：半紙(33cm×24cm)を使用 

④注意点：必ず学校名、学年及び氏名を記載すること。 

応募作品は、原則として返却しません。 

入賞作品の版権は主催者に属し、作品は啓発活動等に利用します。 

作品展示の際、入賞者の学校名、学年及び氏名を公表します。 

 

 

５．過去の作品及び作成のポイント 

明るい選挙啓発作品コンクール作品集（熊本県ホームページ） 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/147/258667.html 

 

公益財団法人明るい選挙推進協会ホームページ 

https://www.akaruisenkyo.or.jp/060project/06502poster/9989/ 

 

 

６．応募先 

  個人で応募：住居のある市町村の選挙管理委員会へ送付または提出 

  学校で取りまとめ：学校所在地の市町村の選挙管理委員会へ送付または提出 

 

 

７．応募期間 

  令和８年５月１１日（月）から９月４日（金）まで 

※「個人」、「学校とりまとめ」いずれも 

 

 

８．審査 

第一次審査：市町村選挙管理委員会 

第二次審査：県選挙管理委員会 

第三次審査：（公財）明るい選挙推進協会・都道府県選挙管理委員会連合会 

各審査において厳正な審査を行い、入賞作品を決定。 

※二次審査以降はポスターの部のみ 

 

 



 

 

（１）第一次審査方法 

  ①ポスターの部 

   市町村選挙管理委員会ごとに応募者数に応じて選出。 

 

応募者数 第二次審査提出数 応募者数 第二次審査提出数 

～ 10 

11～ 20 

21～ 30 

２作品以内 

３作品以内 

４作品以内 

31～ 50 

51～100 

101 以上 

５作品以内 

７作品以内 

８作品以内 

 

②習字の部 

   小学校３年生・４年生の部、小学校５年生・６年生の部、中学校の部 

※各部門から２作品を選出 

 

（２）第二次審査方法（ポスターの部のみ） 

   県選挙管理委員会及び県明るい選挙推進協議会で審査を行い、以下の区分

に応じて選出。 

熊本県選挙管理委員会 

委員長賞 
優秀賞 入 賞 

１作品 ８作品以内 ９作品以内 

 

（３）第三次審査方法（ポスターの部のみ） 

   第二次審査で選ばれた作品について、都道府県選挙管理委員会連合会等の

代表審査員により入賞作品を決定。 

 

 

９．表彰等 

【ポスターの部】 

（１）発 表：１１月初旬の予定 

（２）表 彰：令和９年２月頃に賞状と記念品を送付予定 

（３）記念品：第一次審査入賞者…賞状と記念品 

第二次審査入賞者…賞状と記念品 

第三次審査入賞者…賞状と記念品 

【習字の部】 

（１）発 表：１１月初旬の予定 

（２）記念品：八代市明るい選挙推進協議会会長賞（１作品）、優秀賞（２作品） 

入選（３作品）…賞状と記念品（図書カード 500 円分） 

 

【応募者全員】 

記念品（明推協の啓発グッズ） 

 

 

１０．注意事項 

   特別賞、優秀賞及び入賞作品の版権については、公益財団法人明るい選挙

推進協会、熊本県、熊本県選挙管理委員会及び八代市選挙管理委員会に属



 

し、自由に利用します。 

   また、当該作品の表示にあっては、作者の氏名、学校名及び学年等を表示

します。 


